
 

自動販売機設置事業者公募の流れ（令和 8年 4月１日貸付け開始分） 

 

公募参加案内 
上田市ホームページにおいて案内しています。 

応募に必要な書類は財産活用課の窓口又は上田市ホームページから入手できます。 

 

 

応募申込 

① 申込期間 令和8年1月 8日(木)から 2月 6日(金)まで（土日祝日除く） 

② 申込時間 午前 9 時から午後 5 時まで 

③ 申込場所 上田市役所 財産活用課 財産管理担当 

※応募申込書及び見積書等の必要書類を持参又は郵送にて提出してください。 

 

 

質問・回答 

質問期限 令和８年１月２７日（火）まで 

募集に関する質問は、質問書を使用し、電子メールにて財産活用課宛

（zaikatu@city.ueda.nagano.jp）へお送りください。 

回答は令和８年１月２９日（木）までに、随時、上田市ホームページに掲載します。 

 

 

見積り合わせ 
令和８年 2 月９日（月）午後 1 時から順次 

見積り参加者の立ち合いは求めないものとします。 

 

 

設置事業者 

決定通知書の

送付 

見積り合わせ実施後、自動販売機設置事業者に決定した事業者様に対し、その旨を通

知します。 

 

 

賃貸借契約の 

締結 

設置業者に決定した場合は、決定の通知から 5 日以内（正当な理由がある場合を除

く）に賃貸借契約を締結します。 

 

 

自動販売機の 

設置 

施設を管理する市の担当課と日程等を協議のうえ、自動販売機を設置してください。 

貸付料は上田市が発行する納付書により指定の期限までに納付してください。 

 

 

貸付料の納付 上田市が発行する納付書により、指定の期限までに納付してください。 

 

問い合わせ先  上田市 財政部 財産活用課  

財産管理担当 中村（真） 

                    電話 0268-23-5114 FAX 0268-23-5116 


